
介護保険分野と障害福祉分野
の連携に関する研修会

大津市障害者自立支援協議会

2020年2月7日 16:30～19:00

浜大津明日都 4階ホール



研修の目的

①8050問題をテーマに地域支援における障害分
野の支援者とケアマネージャーの連携の在り方
を考える。

②障害分野の相談支援及び高齢障害者の支援
の現状と課題を知ってもらう。



高齢障害者プロジェクト会議
• 3ヶ月に1回の頻度で開催。ケアマネ協、長寿政策課にも参加してもらう。
•介護保険制度の現状と課題に関してケアマネ協の方から報告してもらう

•大津市内の障害福祉サービス及び相談支援事業所に高齢障害者に関す
るアンケートを配布して、意見収集を行い、課題分析を行う。

•障害の支援者から高齢障害の支援で困っているケースの事例報告をして
もらい、課題を抽出する。

•認知症と知的障害の違いに関する学習会を精神科医を招いてケアマネ協
と共催で開催する。

• 65歳で障害福祉から介護保険に移行が必要な際の分かりやすいパンフ
レットの作成

•障害福祉サービスと介護保険サービスの併給に関して協議



相談支援専門員と介護支援専門員との連携のあり方に関する調査研究事業
（平成29年度老人保健健康増進等事業）

実施主体:株式会社三菱総合研究所

１．目的･ねらい
○ 高齢障害者の介護保険移行においては、相談支援専門員と介護支援専門員の緊密な連携が必要である。
○ そこで、本調査研究では、両専門員の具体的な連携内容、連携プロセス等の実態を把握し、高齢障害者の介護保険移行における、

行政や両専門員の役割を整理することで、地域における関係者の協働を促進し、高齢障害者に個人の特性に応じて介護保険サービス、
障害福祉サービスが適切に提供される仕組みの充実を図ることを目的とした。

２．事業概要
○ 事業所アンケート調査:特定相談支援事業所 326ヶ所／居宅介護支援事業所597ヶ所の回答から、連携実態を把握。
○ 自治体ヒアリング調査:岩手県花巻市／新潟県新潟市（秋葉区）／滋賀県大津市／兵庫県三田市／島根県出雲市の取り組み事例を把握。
○ モデル研修会:滋賀県において相談支援専門員と介護支援専門員を対象にした合同モデル研修会を実施。

３．事業の成果（今後の展望等）
事業所アンケートから見えた高齢障害者の介護保険移行の課題

 相談支援専門員と介護支援専門員がお互いを知らない（制度の知
識不足、多忙）

 介護保険移行の業務プロセスが標準化されていない（情報提供の方
法、移行に関するマニュアルや様式・ツール等）

 介護保険移行に関する教育・人材育成の仕組みが不十分である
 介護保険移行のあり方について協議する場がない
 介護保険移行ケースは事業所全体からみればわずかなため、課
題解決に向けたアクションを起こしにくい

合同研修会のポイント

 介護護保険移行を円滑に進めるための地域の基盤整備の第一ス
テップとして、合同研修会は有効

 プログラム:制度に関する理解を深める座学＋お互い顔見知り
になり、今後協働して何ができるかを考えるグループワーク

 研修開催エリア:地域の関係者が従来どの単位で連携を進めて
いるかを踏まえ検討（単一市町村／圏域単位／都道府県全域で
重層的に実施）

まずは両専門員が一つのテーブルを囲むことから

先行する取り組み事例から見えた連携のポイント

 制度の運用主体である市町村行政の役割
介護保険移行は制度をまたぐため、個別の支援者だけでは対応しきれない。行政が、支援者の専門性
を尊重しながら、制度の運用主体として推進することが重要。

 高齢側の一元的窓口としての地域包括支援センターの役割
介護保険移行前の窓口は相談支援専門員に集約。移行後は、介護支援専門員の人数が多く、要支援･
非該当で対応できない場合も。高齢側の相談窓口を地域包括支援センターに一元化し、移行の流れが
円滑になり、支援の取りこぼしを防ぐことができる。

 市町村行政、障害の支援者、高齢の支援者の三者協働の重要性
市町村行政、障害、高齢の支援者が協働して介護保険移行を進めることで、相互の役割を理解し地域
包括ケアを推進できる。
市町村行政が現場の声を踏まえて柔軟な行政判断を実施することは、重要な役割。介護保険移行は、
この役割を実際の業務を通じて実感するのに極めて有効。

 移行のあり方について検討する場の設定
今後の移行ケースの増加予測等を踏まえ、市町村行政が主導して、一般的なケースをもとに移行の仕
組みをつくることが重要。具体的には、（自立支援）協議会等の活用が期待される。

 人材育成における都道府県、専門職団体の役割
市町村行政の担当職員数には限りがあり、障害･高齢のサービス提供基盤は単一市町村を越えて整備
される場合も多いことを踏まえ、教育･人材育成は、単一市町村だけでなく、都道府県や専門職団体
による広域の取り組みも積極的に。

※報告書本編の掲載ウェブサイト:https://www.mri.co.jp/project_related/roujinhoken/index.html

ポイント
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本日の流れ

①8050問題に関する大津市の現状と課題を報告
②8050問題に関するロールプレイ
③グループワークと発表

④障害分野と高齢分野の相談に関して

＊障害分野の相談支援支援機関の現状報告

＊あんしん長寿相談センターの役割と高齢者の虐待対応に関して

⑤高齢障害者の支援に関する現状報告と案内

⑥高齢障害者の利用者負担軽減制度の説明



8050問題から連携を考える



8050問題に関するロールプレイ
とグループワーク



事例紹介





8050問題から連携を考える



○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み
出す
○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援
○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】
「地域共生社会」とは

平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正
 市町村による包括的支援体制の制度化
 共生型サービスの創設 など

平成30（2018）年：
 介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価 など
 生活困窮者自立支援制度の強化

2020年代初頭：
全面展開

【検討課題】
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む）
②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方 ③共通基礎課程の創設 等

平成31（2019）年以降：
更なる制度見直し

平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

実現に向けた工程

改革の骨格

専門人材の機能強化・最大活用

地域を基盤とする包括的支援の強化
地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、

生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築

共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】
市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な

包括的支援のあり方の検討

 住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】

 複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】
 地域福祉計画の充実【29年制度改正】

地域課題の解決力の強化

地域丸ごとのつながりの強化

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討

福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の
一部免除の検討

「地域共生社会」の実現

改革の背景と方向性

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換

 多様な担い手の育成・参画、
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備

 社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援
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障害分野の相談支援について
介護保険と比較して考える



障害福祉と介護保険の違い①
障害者総合支援法 介護保険法

対象者 ・身体障害者、知的障害者、精神障害
者（発達障害者を含む）、難病等
・18歳以上の方で介護給付といわれる
下記のサービスを利用するには障害支
援区分がでていることが必要。

・65歳以上の人（第１号被保険者）
→日常生活に支援が必要な状態（要支援
状態）になった場合。
・40歳～64歳までの人（第２号被保険
者）
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化
が原因とされる病気（※特定疾病）によ
り、要介護状態や要支援状態になった場
合。

サービス利用の基準 障害支援区分（非該当、区分１～６） 要介護度（要支援１・２、要介護１～5）

サービス利用の上限 ・利用者・家族の意向を踏まえ、支給
決定基準を参考にしながら、市がサー
ビスの種類

・要介護状態区分別に支給限度額が設定。
支給限度額を超えてサービスを利用する
と全額自費となります。



障害福祉と介護保険の違い②
障害者総合支援法 介護保険法

サービスの決定 ・相談支援専門員と相談して作成した
サービス等利用計画に基づき、行政が
サービスの種類・支給量を決定します

・ケアマネージャーと相談して作成した
ケアプランに基づき、サービスを利用。

主なサービス内容 １．介護給付：身体介護、短期入所、
生活介護、療養介護、施設入所支援等
２．訓練等給付：生活訓練、共同生活
援助等
３．地域生活支援事業：移動支援、日
中一時支援
４．相談支援（サービス等利用計画作
成）

１．居宅サービス：訪問介護、訪問入浴、
訪問看護、通所介護、デイケア、短期入
所等
２．地域密着型サービス：小規模多機能
型居宅介護、認知症対応型共同生活介護
等
３．施設サービス：別養護老人ホーム
（特老）、介護老人保健施設（老健）等
４．居宅介護支援（ケアプラン作成）

利用者負担 原則1割負担
（世帯の課税状況に基づき、事前に負
担上限月額を決定）

利用者負担は、介護サービスにかかった
費用の１割（一定以上所得者の場合は２
割または３割）です。



介護支援専門員（ケアマネージャー）とは

• 「介護保険法」に規定された専門職で、居宅介護支援事業所や
介護保険施設に必置とされている職種で、一般にケアマネ
ジャー（略してケアマネ）とも呼ばれています。

• 介護保険の制定に当たり、高齢者の「生活の質」の維持・向上
を目指す観点から、サービス担当者が利用者の立場でそのニー
ズを把握し、関係者が一緒になってサービスの基本方針である
「介護サービス計画（ケアプラン）」を策定し実行する仕組み
が提言され、介護保険の基本理念である「利用者本位」を実現
するサービス提供の手法として、「介護支援サービス（ケアマ
ネジメント）」が制度化されるとともに、利用者に代わって実
際のケアマネジメントを担う立場として、ケアマネジャーが制
度上に位置づけられました。



相談支援専門員とは
• 障害者の地域での生活の拡充が進められる中、1990年代入所施設

に地域支援を行うコーディネーターが配置されたことをきっかけ
に障害者の相談支援事業が立ち上がりました。

• 2003年に支援費制度が導入され、措置から契約に障害福祉サービ
スが変わり、ケアマネジメントの提供の必要性が確認されました。

• 2006 年に施行された障害者自立支援法では、「相談支援」が法
律上に定義を持った言葉として位置付けられ、相談支援事業所に
相談支援専門員を配置することとなりました。



相談支援専門員と介護支援専門員の違い
相談支援専門員 介護支援専門員（ケアマネージャー）

資格要件 障害福祉等の現場で実務経験を有し、
相談支援従事者初任者研修」を修了す
ることで、登録をすることができます。

実務の経験を有し、介護支援専門員実
務研修受講試験に合格し、かつ、介護
支援専門員実務研修の課程を修了する
ことで、登録をすることができます。

作成する計画の名称 サービス等利用計画 ケアプラン
事業範囲 指定特定相談支援事業と障害児相談支

援事業とあり、障害者総合支援法に基
づくサービスの計画を作成する場合は
指定特定相談支援、児童福祉法に基づ
くサービスの計画を作成する場合は障
害児相談となります。但し、障害児施
設は計画作成の対象外です。

居宅ケアマネと施設ケアマネとあり、
居宅ケアマネは「居宅介護支援事業
所」が職場。在宅で介護サービスを受
けている方が対象。施設ケアマネの場
合は特定の施設に勤務し、その施設内
の利用者のケアプラン作成を行ないま
す。

担当者数 サービスの質の標準化を図る観点から、
1人の相談支援専門員が担当する一月
の標準担当件数（35件）を設定。
標準件数を一定程度超過（40件以上）
する場合の基本報酬の逓減制を導入。

居宅では利用者３５名に1名の介護支援
専門員を配置
施設では利用者100名に1名の介護支援
専門員を配置



相談支援専門員の研修制度の見直しについて

相談支援従事者
実務要件

相談支援従事者
初任者研修
（３１．５ｈ）

相談支援従事者
現任研修（１８ｈ）

※５年毎に現任研修を受講
（更新研修）

【カリキュラム改定】
相談支援従事者
初任者研修
（４２．５ｈ）

専門コース別研修 （任意研修）

専門コース別研修（任意研修）
※一部必須及び現任・主任研修受講の要件について検討

現行

相談支援
専門員
として配置

相談支援従事者
実務要件

改定後

【カリキュラム創設】
主任相談支援専門員

研修（３０ｈ）

主任相談支援
専門員
として配置

相談支援専門員
としての要件更新

【カリキュラム改定】
相談支援従事者
現任研修（２４ｈ）

※５年毎に現任研修を受講
（更新研修）

○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、

質の高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、現行のカリキュラム

の内容を充実する。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修（更新研修含む）の受

講に当たり、相談支援に関する一定の実務経験の要件(注)を追加。 （※旧カリキュラム受講者は初回の更新時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャ

リアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

相談支援
専門員
として配置

相談支援専門員
としての要件更新

一定の実務経験の要件(注)
（現任研修は①、更新研修は①又は②のいずれかに該当する場合）
①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある
②現に相談支援業務に従事している
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社会保障審議会障害者部会資料

平成30年度障害者総合福祉推進事業に基づく新カリキュ
ラムによる相談支援従事者養成研修(現任研修) を令和元

年度版に改訂したもの



相談支援専門員と介護支援専門員の違い
相談支援専門員 介護支援専門員

モニタリング 利用者の状況や利用しているサービスに
よって、毎月、3月に1回、6月に1回等変
わります。

要介護の利用者に対しては最低月1回の
モニタリング訪問が義務づけられていま
す。

給付管理 給付管理はありません 利用者が介護保険サービスを利用すると、
サービス提供事業者は介護給付費を請求
することとなります。その審査の際に
「給付管理票」が必要となり、毎月ケア
マネジャー作成します。

報酬額 ＊指定特定相談支援の場合
サービス等利用計画作成 1,462単位
モニタリング 1,221単位
(特定事業所加算あり)

要介護1～2の場合 1,042単位
要介護3以上の場合 1,353単位

(特定事業所加算あり)



計画相談支援 モニタリング頻度（実数・割合）（H30．９：厚生労働省調べ）

○ 計画相談支援におけるモニタリング頻度 ○ 障害児相談支援におけるモニタリング頻度

41,179 
7,727 

67,494 

7,129 

481,538 

142,986 

59,633 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

毎月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 その他

9,049 1,975 
21,221 

6,721 

181,619 

13,793 14,940 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

毎月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 その他

5.1%
1.0%

8.4% 0.9%

59.6%

17.7%

7.4% 毎月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

6ヶ月

1年

その他

3.6%0.8%
8.5%

2.7%

72.8%

5.5%
6.0%

毎月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

6ヶ月

1年

その他

25平成30年度障害者総合福祉推進事業に基づく新カリキュラムによる相談支援従事者養成研修(現任研修) を令和元年度版に改訂したもの



障害分野の相談支援について
知っておいてほしいこと①

• 障害分野の相談支援
は３つの層に分かれ
ています。

• 介護保険でいう居宅
介護支援事業が計画
相談支援事業

• 介護保険でいう地域
包括支援センターの
役割が市町村相談支
援や基幹相談支援セ
ンターです。

厚生労働省資料



障害分野の相談支援について
知っておいてほしいこと②
• 計画相談（障害児相談）の事業所では障害者総合支援
法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく
障害児通所支援を利用するためにサービス等利用計画
を作成して初めて報酬が発生します。併せて、モニタ
リングを行うと報酬が発生します。



厚生労働省資料



障害分野の相談支援について
知っておいてほしいこと③
• 介護保険では制度スタート当初からサービスを利用する際にケ

アプランを作成することが必須でした。
• 障害福祉では2006年の自立支援法施行に伴い、一部の利用者に

サービス利用計画作成費が適用されることになり、2012年に原
則すべてのサービス利用者に計画相談支援等の適用されること
になりました。

• その為、障害福祉ではサービス利用者全員に対する計画の作成
が介護保険より遅れた経過があります。



計画作成の現状 （2019.3月現在）

成人 児童 合計
障害福祉サービス等
受給者数

2,452件

障害児通所支援受給
者数

703件

計画作成済み人数 1,760件 580件 2,340件
セルフプラン 692件 123件 815件
毎月 91件 26件
２ヶ月 35件 8件
３ヶ月 411件 95件
４ヶ月 41件 32件
６ヶ月 642件 294件
１２ヶ月 540件 125件

3,155件



障害分野の相談支援
について知っておい
てほしいこと④
• 障害福祉サービスの利
用者に対して、相談支
援事業所や相談支援専
門員の数が足りません。

種別 事業所名 計
常勤/専

任 その他

市
町
村
相
談
支
援
事
業

みゅう 4.0 2 2
ひびき 4.0 4 0

オアシス 3.0 2 1
じゅぷ 1.0 1 0

生活支援セン
ター 6.0 2 4
木戸 1.0 1 0

いるか 2.0 2 0
やすらぎ 4.0 2 2
ブリッジ 1.0 1 0

すまいる・らふ 1.0 1 0
クオケア 1.0 1 0

計
画
相
談

障
害
児
相
談

やまびこ 2.0 2 0
ひなた 1.0 1 0
いろは 2.0 0 2

みらいかない 1.0 1 0

ここ・ステップ 1.0 0 1
計 35.0 21 14



高齢障害者の支援に関して



平成30年版 障害者白書



平成30年版 障害者白書



平成30年版 障害者白書



平成30年版 障害者白書



介護保険と障害福祉の適用関係

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、
個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可
能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給
者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

② 介護保険サービス優先の捉え方
ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護
保険サービ スに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場
合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これ
により必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種
類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを
優先的に利用するものとはしないこととする。

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取り
により把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に
判断すること。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断
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③ 具体的な運用

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本
的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険
給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サー
ビスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険の
ケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者
が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合（当該事
情が解消するまでの間に限る。）。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利
用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。

「平成26年3月障害保健福祉関係主管課長会議」

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同
行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障害福祉サービスに係る介
護給付費等を支給する。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認
められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総
合支援法に基づくサービスを受けることが可能
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１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険

施設を創設
※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延⾧することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院

又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
努力義務化

・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、
サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。
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障害福祉サービス事業所等

介護保険事業所

地域共生社会の実現に向けた取組の推進

新たに共生型サービスを位置づけ

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に 新たに共生型サー
ビスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討）

サービスを提供する場合、
それぞれ指定基準を
満たす必要がある

共生型サービス事業所
新

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児者
高齢者障害児者

障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業
所等であれば、介護保
険事業所の指定も受け
やすくする特例を設け
る。
※逆も同じ

※対象サービスは、
①ホームヘルプサービス、
②デイサービス、
③ショートステイ等を想定

現行

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備
１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉
関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として位置づける。

（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会
福祉法人、ＮＰＯ法人等

※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。
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共生型サービスの基準・報酬の設定
○ 介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉（共生型）の指定を受けられるよう、障害福
祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。

自宅

介護保険
通所介護

障害福祉
生活介護

見直し前

山間地域など近くに事業所がない場合、遠
方の事業所までの通所が必要。

自宅

介護保険
通所介護
＋

共生型
生活介護

障害福祉
生活介護

見直し後

近隣の通所介護事業所が共生型生活介護になる
ことで、身近な場所でのサービスが可能に。

障害福祉
生活介護

65
歳

介護保険通所介護

障害福祉生活介護

○介護サービス事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合（障害報酬）

見直し前

65歳を境に、なじみのある事業所から
介護サービス事業所へ移行する可能性。

障害福祉
生活介護

65
歳

介護保険通所介護

障害福祉生活介護
＋

共生型通所介護

見直し後

なじみのある事業所が共生型サービス
になることで、65歳以降も引き続き通
所。

○障害福祉サービス事業所が共生型介護サービスの指定を受ける場合（介護報酬）
【障害福祉サービス等報酬の例】
○ 介護保険の通所介護事業所が、障害
者への生活介護を行う場合 694単位

○ 共生型生活介護事業所等について、
サービス管理責任者等を配置し、かつ、
地域交流の場の提供等の実施を評価。

【例】
・サービス管理責任者配置等加算（新設）

58単位
・ 共生型サービス体制強化加算（新設）
① 児童発達支援管理責任者を配置

103単位
② 保育士又は児童指導員を配置

78単位
等
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障害福祉サービスを利用している方が
６５歳になったら

• 障害福祉サービスを利用されている方が、介護保険利用対象者になる
と居宅介護（身体介護や家事援助等）や短期入所を利用している場合に
は介護保険のサービスが優先となります。そのため、介護保険の認定申
請を行い、要支援や要介護の決定が出た場合は、介護保険サービスの
利用に切り替える必要があります。

• そのため、介護保険の認定調査の手続きを行い、要支援や要介護の判
定が出た場合は、介護保険サービスの利用に基本切り替える必要があり
ます。障害福祉サービスを利用している場合は障害福祉課から65歳の
誕生日を迎える3か月前に介護保険利用の案内が届きます。

• 65歳以前から利用している通所施設や移動支援及び日中一時支援は
継続して利用することが可能です。
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障害福祉サービスと介護保険
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障害福祉サービスと介護保険サービス
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介護保険の移行に伴う課題

①サービス支給量・サービス内容の違い

・訪問系の提供時間の短縮が起こった。

・障害サービス提供事業所が介護保険事業所指定を取っていなかった為、65歳で支援者を変更しなくてはならな
くなった。

・認定調査の聞き取りを本人だけで行うと「がんばっている」などと答え要支援になってしまう事がある。認定調査
の基準が障害と介護保険で違う為、障害では重度でも介護では要支援が出てしまう事がある。

・通院、入院などの増加。ご家族の高齢化への対応。

・本人の障害特性に応じた支援を提供できる介護保険サービス事業所がなかなか見つからない。

②障害福祉サービスの利用者が介護保険サービスへ移行する際の利用者負担について

・介護保険で1割負担発生と不安の訴えあり、その対応に苦慮している。





介護保険事業所

○ 障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになっている。

高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負

担（１割）が新たに生じることや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用することになる場

合があることといった課題が指摘されている。

○ このため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービ
スの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減（償還）する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所が
介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。

○ 一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平
性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽
減（償還）できる仕組みを設ける。

【対象者】
・ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉
サービスを受けていた障害者
・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
を利用する場合
・ 障害支援区分2以上
・ 低所得者

※ この他、障害福祉サービス事業所が介護保険
事業所になりやすくする等の見直しを行い、介
護保険サービスの円滑な利用を促進する。

高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所
かつ

介護保険事業所

［利用者負担］
ゼロ（低所得者）

［利用者負担］
１割

介護保険事業所にな
りやすくする等の仕
組み

一定の高齢障害者に対し
利用者負担を軽減（償還）

具体的内容具体的内容 65歳未満

［利用者負担］
１割

65歳以上 ※介護保険が優先

介護保険サービスの
円滑な利用を促進
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介護保険移行を円滑に進めるために必要
なこと
（移行により支援者が増えるという発想）
介護保険移行は、ここまでは障害、ここからは高齢とい
うように明確に線を引くのではな く、障害、高齢の支援
者がしばらく一緒に関わり、
「わかったので次からは高齢で対応する」
という引き継ぎが望ましい。



介護保険移行を円滑に進めるために必要
なこと
また、高齢の支援者に引き継いだ後も、障害の支援者は
必要に 応じて、利用者や高齢の支援者からの相談に対応
することが望ましい。
介護保険移行は、これまでの支援者との関わりが切れて
しまうものではなく、
これまでの 支援者に高齢の支援者も加わり、
安心感が増すイベントであるという意識が重要である。



介護保険移行を円滑に進めるために必要
なこと
（移行年齢としての 65 歳の妥当性）
介護保険の利用者をみると、65 歳でサービスを利用している人
はわずかである。財源の 問題はあるが、一律に 65 歳で移行する
のではなく、個々の障害者の心身状況に応じて、加 齢に伴う支
援が必要になった段階で移行する方がよいのではないか。
65 歳での移行は早い 印象の人もいるし、加齢が早く 65 歳では
遅い印象の人もいる。 たとえば、65 歳では介護のショートステ
イにはなじめず、体調を崩してサービス利用を 諦めた事例があ
る。また、介護のショートステイを利用している期間は、終日そ
の事業所に いなければならず、併給の就労継続支援 B 型事業所
に通えないといった事例がある



介護保険移行を円滑に進めるために必要
なこと
（移行支援の開始時期）
現在は、65 歳になる 3 ヶ月前から移行支援を始めてい
るが、ケースによっては、60 歳頃 から準備を始めた方
がよい。その準備にどのような支援機関が関わるべきか
検討する必要 がある。



高齢障害者の利用者負担軽減
制度の説明



介護保険サービス利用者自己負担減免の制
度について
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ホームページのご案内
今日の資料や高齢障害者プロジェクトの
過去の取り組みは
大津市障害者自立支援協議会のホー
ムページにて閲覧またはダウンロー
ド可能です。
ぜひご覧ください。

ホームページ：
https://www.otsuziritu.org/
E-mail：otsuziritu@gmail.com


